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○湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ管理運営委員会に関する規則 

（平成 10年９月 18日規則第２号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、湖北広域行政事務センターごみ焼却処理施設ならびにリサイクルプラザ

の設置および管理に関する条例（昭和 44 年湖北広域行政事務センター条例第８号）第７条の

規定に基づく湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ管理運営委員会（以下「委員会」と

いう。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、審議するものとする。 

(１) 湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ（以下「クリスタルプラザ」という。）の管

理および運営に関すること。 

(２) クリスタルプラザに係る公害の防止および環境の保全に関すること。 

(３) その他クリスタルプラザの管理運営に関し必要なこと。 

２ 委員会は、前項各号に掲げる事項について、自ら調査、審議して管理者に建議することが

できるものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 15人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。 

(１) 地域住民代表者 

(２) 湖北広域行政事務センター議会議員 

(３) 設置市の担当部長 

(４) 学識経験者 

(５) 各種団体の代表者 

３ 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長および副委員長） 

第４条 委員会に、委員長を１人および副委員長を２人置く。 

２ 委員長および副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代

理する。 

（顧問） 

第５条 委員会に、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、管理者が委嘱する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が会議の議長とな

る。 

資料イ 
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２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長は、委員の半数以上から会議開催の請求があつたときは、これを招集しなければな

らない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（部会） 

第７条 委員会は、専門的に審議する必要があると認める事項が生じたときは、委員会に部会

を置くことができる。 

２ 部会は、委員長が指名する委員をもつて組織する。 

（関係者の出席） 

第８条 委員会および部会が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、所掌事務について説

明または報告をさせることができる。 

（委員会等の運営） 

第９条 委員会および部会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。 

（庶務） 

第 10条 委員会の庶務は、クリスタルプラザにおいて処理する。 

（委任） 

第 11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度管理者が定める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成 10年 10月 16日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成 11年３月 31日規則第７号） 

この規則は、平成 11年４月１日から施行する。 

付 則（平成 18年４月１日規則第５号） 

この規則は、平成 18年４月１日から施行する。 

付 則（平成 18年８月 25日規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成 21年 12月 18日規則第６号） 

この規則は、平成 22年１月１日から施行する。 

附 則（平成 26年４月１日規則第５号） 

この規則は、平成 26年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27年２月１日規則第１号） 

この規則は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日規則第９号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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作
業
で
発
生
し
た
リ
サ
イ
ク
ル
不
適
物

家
庭
収
集

ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ン
ト
選
別
ご
み

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
選
別
ご
み

持
込

0

50
0,
00
0

1,
0
00
,0
0
0

1,
5
00
,0
0
0

2,
0
00
,0
0
0

2,
5
00
,0
0
0

3,
0
00
,0
0
0

3,
5
00
,0
0
0

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

家
庭
収
集

家
庭
系
持
込

事
業
系
持
込

公
用
持
込

単
位
：
kg
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資
料
４

単
　
位

平
成
24
年
度

平
成
25
年
度

平
成
26
年
度

平
成
27
年
度

平
成
28
年
度

平
成
29
年
度

平
成
30
年
度

令
和
元
年
度

令
和
2年

度
令
和
3年

度

kg
/月

3,
14
3,
04
7
3,
40
9,
00
8
3,
35
6,
04
3
3,
40
6,
41
1
3,
46
1,
43
7
3,
67
7,
17
0
3,
42
0,
95
3
3,
36
8,
68
8
3,
44
8,
58
7
3,
33
0,
61
5

kg
/月

32
4,
71
5

35
9,
51
4

36
0,
38
8

36
9,
07
2

35
9,
16
1

35
4,
94
3

36
9,
75
2

38
1,
16
8

37
5,
94
5

35
9,
40
6

㍑
／
月

3,
18
7

3,
26
2

2,
63
3

2,
63
8

2,
78
0

2,
47
2

2,
68
2

3,
13
2

2,
66
4

2,
87
4

Ｈ
／
月

45
0

50
0

47
0

52
6

50
8

53
4

56
1

55
6

58
3

54
7

Ｈ
／
月

45
6

53
2

52
2

46
4

48
8

52
8

54
2

52
0

59
2

51
3

℃
／

平
均

91
6

92
0

92
2

92
2

92
5

92
5

93
1

93
2

93
4

94
3

℃
／

平
均

91
7

92
0

92
3

92
7

92
7

92
3

93
6

93
5

93
5

94
2

平
成
24

～
令
和
3年

度
ご
み
焼
却
処
理
施
設
運
転
管
理
状
況

補
助

燃
料

量
（

灯
油

）

１
号

炉
焼

却
実

働
時

間

２
号

炉
焼

却
実

働
時

間

１
号

炉
内

温
度

２
号

炉
内

温
度

項
　
　
　
　
　
目

ご
み

焼
却

量

焼
却

灰
の

量
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資
料
５

単
　
位

４
　
月

５
　
月

６
　
月

７
　
月

８
　
月

９
　
月

10
　
月

11
　
月

12
　
月

１
　
月

２
　
月

３
　
月

月
平
均

kg
3,
51
2,
68
0

3,
86
8,
35
0

3,
91
4,
88
0

3,
33
5,
39
0

3,
28
7,
99
0

4,
12
7,
06
0

2,
66
9,
59
0

3,
98
3,
92
0

2,
89
5,
89
0

3,
18
9,
95
0

2,
38
5,
86
0

2,
79
5,
82
0

3,
33
0,
61
5

kg
42
0,
69
0

42
0,
42
0

41
9,
38
0

34
5,
69
0

34
5,
85
0

42
9,
87
0

30
4,
28
0

39
8,
97
0

29
3,
64
0

36
7,
11
0

26
2,
29
0

30
4,
69
0

35
9,
40
7

㍑
4,
05
9

1,
29
5

1,
73
2

1,
16
3

1,
87
9

1,
93
5

2,
58
2

1,
30
0

5,
48
9

5,
23
8

4,
36
6

3,
45
0

2,
87
4

Ｈ
71
3

45
3

61
6

50
2

27
7

70
7

65
1

72
0

46
6

54
2

17
4

74
4

54
7

Ｈ
39
2

74
4

59
7

52
1

73
6

63
8

18
9

59
3

46
4

54
7

59
6

13
4

51
3

℃
94
5

94
9

94
7

94
6

94
8

94
8

94
3

94
8

93
7

93
8

92
8

93
7

94
3

℃
94
6

94
1

94
5

94
4

94
3

94
7

94
3

94
2

94
5

93
4

93
7

94
0

94
2

令
和
３
年
度
　
ご
み
焼
却
処
理
施
設
運
転
管
理
状
況

２
号

炉
焼

却
実

働
時

間

１
号

炉
内

温
度

２
号

炉
内

温
度

項
　
　
　
　
　
目

ご
み

焼
却

量

焼
却

灰
の

量

補
助

燃
料

量

１
号

炉
焼

却
実

働
時

間
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資
料
６

単
　
位

４
　
月

５
　
月

６
　
月

７
　
月

８
　
月

９
　
月

10
　
月

11
　
月

12
　
月

１
　
月

２
　
月

３
　
月

月
平
均

kg
2,
92
5,
64
0

3,
60
7,
99
0

3,
64
8,
52
0

3,
04
2,
68
0

2,
72
9,
25
0

4,
05
6,
31
0

3,
33
5,
06
5

kg
39
8,
78
0

39
8,
78
0

39
8,
53
0

29
3,
71
0

30
4,
21
0

44
0,
47
0

37
2,
41
3

㍑
2,
14
0

2,
07
0

1,
96
0

2,
50
5

1,
78
4

1,
13
9

1,
93
3

Ｈ
39
6

73
6

47
2

52
0

18
6

72
0

50
5

Ｈ
71
5

42
2

71
5

46
0

66
9

66
6

60
8

℃
94
1

94
5

94
7

94
7

94
8

95
3

94
7

℃
94
5

94
8

94
4

94
1

94
3

94
2

94
4

２
号

炉
焼

却
実

働
時

間

１
号

炉
内

温
度

２
号

炉
内

温
度

令
和
4年

度
上
半
期
　
ご
み
焼
却
処
理
施
設
運
転
管
理
状
況

項
　
　
　
　
　
目

ご
み

焼
却

量

焼
却

灰
の

量

補
助

燃
料

量

１
号

炉
焼

却
実

働
時

間
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資料7

１ 号 炉 ２ 号 炉

ppm 50 50 1.5未満 1.5未満

ppm 250 125 87 87

g／m３N 0.15 0.02 0.007 0.008

ppm 430 100 4.5未満 4.7未満

ppm 100 100 5未満 5未満

上段が

ng－TEQ/m３N 5 0.1 0.0043 0.0130 ㈱日吉

0.0029 0.0052 下段が

※ng（ナノグラム）：質量の単位で１０億分の１グラムを示します。

ダイオキシン類

東京テクニカル・サービス㈱

ばいじん

塩化水素

（HCL）

一酸化炭素

（CO）

測定分析機関：

窒素酸化物

（Nox）

測定日：

硫黄酸化物 1号炉は令和3年11月17日

（Sox） 2号炉は令和3年11月18日

※硫黄酸化物K値

  長浜市14.5

令和3年度　排ガス測定分析結果（下半期分）

採取場所：煙突サンプリング口

分析項目 単位 法規制値 協定値
炉別測定分析結果

備　　　　　考
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資料8

１ 号 炉 ２ 号 炉

ppm 50 50 1.5未満 1.5未満

ppm 250 125 90 82

g／m３N 0.15 0.02 0.001未満 0.005

ppm 430 100 7.7 5.1未満

ppm 100 100 6未満 5未満

上段が

ng－TEQ/m３N 5 0.1 0.015 0.0083 ㈱日吉

0.0025 0.0033 下段が

※ng（ナノグラム）：質量の単位で１０億分の１グラムを示します。

ダイオキシン類

ばいじん

塩化水素

（HCL）

一酸化炭素

（CO）

測定分析機関：

㈱近畿分析センター

窒素酸化物

（Nox）

測定日：

硫黄酸化物 1号炉は令和4年6月8日

（Sox） 2号炉は令和4年6月9日

※硫黄酸化物K値

  長浜市14.5

令和4年度　排ガス測定分析結果（上半期分）

採取場所：煙突サンプリング口

分析項目 単位 法規制値 協定値
炉別測定分析結果

備　　　　　考
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資料9
（令和4年度）

風上 風下
アンモニア ppm 0.01 0.07 1 0.6

メチルメルカプタン ppm ＜0.0005 ＜0.0005 0.002 0.0007

硫化水素 ppm ＜0.005 ＜0.005 0.02 0.006

硫化メチル ppm ＜0.001 ＜0.001 0.01 0.002

二硫化メチル ppm ＜0.001 ＜0.001 0.009 0.003

トリメチルアミン ppm ＜0.0005 ＜0.0005 0.005 0.001

アセトアルデヒド ppm ＜0.005 ＜0.005 0.05 0.01

プロピオンアルデヒド ppm ＜0.01 ＜0.01 0.05 0.02

ノルマルブチルアルデヒド ppm ＜0.001 ＜0.001 0.009 0.003

イソブチルアルデヒド ppm ＜0.001 ＜0.001 0.02 0.008

ノルマルバレルアルデヒド ppm ＜0.001 ＜0.001 0.009 0.004

イソバレルアルデヒド ppm ＜0.0005 ＜0.0005 0.003 0.001

イソブタノール ppm ＜0.1 ＜0.1 0.9 0.2

酢酸エチル ppm ＜0.1 ＜0.1 3 1

メチルイソブチルケトン ppm ＜0.1 ＜0.1 1 0.7

トルエン ppm ＜0.1 ＜0.1 10 5

キシレン ppm ＜0.1 ＜0.1 1 0.5

スチレン ppm ＜0.1 ＜0.1 0.4 0.2

プロピオン酸 ppm ＜0.005 ＜0.005 0.03 0.01

ノルマル酪酸 ppm ＜0.001 ＜0.0001 0.001 0.0004

ノルマル吉草酸 ppm ＜0.0001 ＜0.0001 0.0009 0.0005

イソ吉草酸 ppm ＜0.0001 ＜0.0001 0.001 0.0004

臭気強度（６段階強度表示法） - 0.5 0.5 － －

天候 - 曇 曇
気温 ℃ 29 29
湿度 ％ 55 58
風向 - 南 南
風速 m/s 0.1～0.2 0.1

臭気強度目安【6段階臭気強度表示法】
臭気強度

0
1
2
3
4
5

サンプル条件

単位
令和4年7月21日

やっと感知できる臭い
何の臭いであるか分かる弱い臭い

楽に感知できるにおい
強い臭い
強烈な臭い

　　令和4年度悪臭測定分析結果

判定の目安
無臭

長浜市 協定値
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分析項目
改正大気汚染防止法の基準値
（平成30年４月１日～）

１号炉 1.6 μg／㎥N

２号炉 1.5 μg／㎥N

１号炉 3.5 μg／㎥N

２号炉 2.7 μg／㎥N

１号炉 0.18 μg／㎥N

２号炉 1.4 μg／㎥N 未満

１号炉 1.3 μg／㎥N 未満

２号炉 1.4 μg／㎥N 未満

１号炉 1.3 μg／㎥N 未満

２号炉 1.5 μg／㎥N 未満

１号炉 20 μg／㎥N

２号炉 1.7 μg／㎥N

１号炉 1.4 μg／㎥N 未満

２号炉 1.3 μg／㎥N 未満

１号炉 1.3 μg／㎥N 未満

２号炉 1.4 μg／㎥N 未満

１号炉 1.5 μg／㎥N 未満

２号炉 1.6 μg／㎥N 未満

１号炉 1.6 μg／㎥N 未満

２号炉 1.5 μg／㎥N 未満

令和2年6月11日

令和2年7月9日

令和元年7月10日

令和元年7月11日

令和元年11月20日

令和元年11月21日

令和4年6月8日

令和4年6月9日

全水銀 50μg／㎥N

排ガス中の水銀の分析結果

令和元年12月18日

試料採取日

令和2年11月18日

令和2年11月19日

分析値

令和2年6月10日

令和4年1月19日

令和3年6月16日

令和3年6月17日

令和3年9月28日

令和3年9月28日

令和4年1月19日

資料１０
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